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佐賀県外国人材日本語力向上支援事業補助金 

公募要領（申請の手引） 

 

（１）申請期間 

申請受付開始：令和 8 年 5 月 13 日（水曜日） 

申請受付締切：令和 8 年 11 月 30 日（月曜日）※消印有効 

※申請期間内であっても交付予定額が予算に達した場合は受付を終了します。 

 

（２）申請書受付先（郵送、宅配便で受付） 

〒840-0826 佐賀県佐賀市白山二丁目 1 番１２号 佐賀商工ビル６F 

佐賀県中小企業団体中央会 外国人材日本語力向上支援事業補助金 担当  

電話 0952-23-4598  F A X  0952-29-6580 

（平日 9 時から 12 時、13 時から 16 時 30 分まで） 

 

※申請様式等は、佐賀県中小企業団体中央会（以下、「中央会」といいます。） 

HP からダウンロードできます。 https://www.aile.or.jp/_2802.html 

 

【注意事項】 

・「補助金交付決定日」前に事業の実施があったものは補助金の対象外です。 

 補助金の交付申請をした後、中央会から申請者に対し、「補助金交付決定通知書」

が送付されます。その通知書に記載してある「補助金交付決定日」前に事業を開始

したものは補助対象外となります。 

・補助金交付決定を受けた事業の事業終了後 30 日以内又は令和９年２月１０日のい

ずれか早い日までに、領収書など必要書類を添えて実績報告書の提出が必要です。

期日までに実績報告書の提出がない場合は、補助金の交付対象外となります。 

・補助事業の実施がわかる書類、事業の収入、支出を明らかにした帳簿及び証拠書類

を整備し、補助事業完了後、5 年間保管が必要です。 

 

佐賀県中小企業団体中央会 

http://localhost/
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佐賀県外国人材日本語力向上支援事業補助金（以下、「補助金」という。）の申請受

付を行いますので、希望される方は、次の事項に基づき申請されますようご案内いた

します。 

 

１ 制度の目的 

本補助金は、県内で雇用する外国人の日本語力の向上を支援することにより、県

内事業所及び地域における活躍並びに定着・定住の促進を図るため、県内事業者等

が実施する外国人材日本語力向上に資する取組に要する費用の一部を支援するもの

です。 

２ 補助金の対象者 

  補助金の交付の対象者（補助対象事業者）は、県内で外国人を雇用している事業

者（県内に住所を置く監理団体、登録支援機関を含みます。）です。 

  雇用している外国人は在留資格や常勤・非常勤を問いません。 

（対象となる事業者の例） 

• 県内に本社または支店を有し、技能実習生を雇用している製造業者  

• 県内の店舗において、留学生アルバイトを雇用している小売・飲食業者  

• 県内の介護施設で、特定技能外国人を雇用している社会福祉法人  

• 県内の建設現場で、外国人労働者を雇用している建設業者  など 

※ただし、補助金の申請は１事業者あたり１回のみとします（監理団体・登録支援機関も同

様です）。県内に A 事業所・B 事業所を有し、A 事業所に勤務する外国人材を対象に補

助金申請した場合、別途 B 事業所から補助金の申請をすることはできません（１回の申

請で、A 事業所・B 事業所両方を対象として申請することは可能です）。 

（対象外となる事業者） 

以下のいずれかに該当する者は、本補助金の対象外とします。 

• 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条に規定する営業を行う

者 

• 「宗教法人法」第２条に規定する宗教団体 

• 「政治資金規正法」第３条に規定する政治団体 

• 自己又は自社の役員等及びその経営に実質的に関与している法人その他の団体または

個人が次のアからキのいずれかに該当する者 

ア  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
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イ  暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ  暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ  自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的 

をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若 

しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

前各号に掲げる者のほか、本補助金の交付の趣旨に照らして不適当と中央会が認める者 

３ 補助金の対象となる事業 

① 県内で雇用する外国人向けに、事業者等が費用を負担し実施する日本語研修等 

【外国人材日本語力向上に資する取組の例】 

ア 企業が研修機関へ委託して実施する日本語研修を受講する例 

  （企業が語学学校・日本語教育機関に研修を依頼し外国人従業員が通う） 

イ 研修機関等が実施する既存の日本語講座に企業負担で参加する例  

（地域の日本語学校や民間講座に企業が費用を払って参加させる） 

ウ オンライン日本語研修を研修機関に委託して受講する例  

（語学教育会社のオンライン講座を企業負担で受講） 

エ 研修機関が提供するオンライン日本語講座に企業負担で参加する例 

（既存の e-learning 日本語講座に企業が受講料を支払って参加させる） 

オ 企業内で外部講師を招いて実施する日本語研修を受講する例 

（日本語教師を外部から招き、社内で授業を行う） 

カ 企業が研修機関にカスタム研修を依頼し、外国人がその研修を受講する例 

（業務内容に合わせた特別日本語研修を外部に依頼） 

※外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第１０条 

第２項７号に定める入国後講習（入国直後の１か月講習）を除きます。 

  ※実施主体が監理団体の場合、その構成員である中小企業等の事業者が自ら雇用している

外国人向けの研修が対象となります。 

  ※実施主体が登録支援機関の場合、その登録支援機関へ一号特定技能外国人に対する支

援業務を委託している中小企業等の事業者が自ら雇用している外国人向けの研修が対象

となります。 

② 日本語研修は、次の要件をすべて満たす必要があります。 

ア 外国人の日本語力に合わせたカリキュラムが提供される研修。 



4 

 

イ 対面、オンラインでの形式に関わらず、指導・質問対応等が実施される 

 研修。 

・オンライン形式の場合は、受講定員が１０人以下の研修。 

・オンデマンド教材における研修は、定期的なテストの実施及び成績表の発 

行等、理解度が確認できる書類の発行があるもの。 

ウ  日本語教師の資格保有者、または実施事業者等が日本語指導の経験を確認し

目的を達成できる能力を有した人による研修（イのオンデマンド教材は、日本

語教師の資格保有者による監修でも可能です。）。 

エ 補助事業の対象となる外国人に事業経費の負担が発生しない研修 

４ 補助対象経費及び補助金の額 

① 補助対象経費 

補助対象経費は、日本語研修に要する経費のうち、講師謝金、受講料、テキス

ト代、オンデマンド教材受講料です（前記３ ①で記載の研修機関等に委託して行

う場合は、講師謝金、受講料、テキスト代の経費内訳を明記してください。）。 

② 補助金の額 

補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内。補助金の上限額は２０万円で 

す。少額の研修でも対象です。補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、切り 

捨てとなります。 

５ 申請手続き 

（１） 申請期間   

受付開始：令和 8 年 5 月 13 日（水曜日） 

受付締切：令和 8 年 11 月 30 日（月曜日）※当日消印有効 

※申請期間であっても交付予定額が予算に達した場合は受付を終了します。 

（２）申請方法 

補助金の交付を希望する方は、申請期間内に次の①から⑦の書類を中央会へ

郵送、宅配便により提出してください。 

※申請書等は、中央会ホームページからダウンロードできます。 
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【提出書類】 

① 補助金交付申請書（様式第 1 号） 

② 誓約書（別紙１） 

③ 事業計画書（別紙２） 

④ 収支予算書（別紙３） 

⑤ 見積書 

⑥ 外国人材を雇用していることを証明する書類（外国人材雇用状況届出書等） 

⑦ 既存の研修案内、カリキュラム、パンフレット等（※外部委託等の場合） 

・申請書は、郵便、宅配便により、次の申請書提出先に提出してください。 

・郵便は提出期限日の消印まで、宅配便については、宅配事業者が預かった 

期日（受付日）をもって期限までに到着したものとみなして受理します。 

・郵便物の追跡ができる方法（簡易書留など）でご提出ください。 

 

（３）申請書提出先 

佐賀県中小企業団体中央会 外国人材日本語力向上支援事業補助金 担当 

   〒840-0826 佐賀県佐賀市白山二丁目１番１２号 佐賀商工ビル 6F 

   電話 0952-23-4598 
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（４）申請スキーム 

事業者              中央会 

       研修内容の検討    （   ）（研修内容の相談対応） 

 

交付申請書の提出       交付申請書類の確認 

 

                          交付決定 

 

事業開始         交付決定通知送付 

 

実績報告書の提出       実績報告書の確認   

        

                         額の確定通知送付 

 

交付請求書の提出      

 

補助金の支払い 

 

※ 研修内容についてお困りの場合は、佐賀県中小企業団体中央会 

外国人材日本語力向上支援事業補助金 担当 電話 0952-23-4598 までご相談ください。 

６ 申請後の手続き 

（１） 事業実施 

中央会からの補助金交付決定通知後、補助事業を開始することができます。

申請時の事業計画書に沿って速やかに事業を実施してください。 

補助金交付決定通知があった後に補助事業の内容の変更をする場合は、中央 

会に変更承認申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は不要です。 

 ※軽微な変更とは… 

  補助金額の 20％以内の減額、補助金額に増減がない経費配分の変更、参加人

数、受講場所、事業期間内での実施期間の変更など 

（２） 実績報告 

   事業が完了したときは、事業完了日から３０日を経過した日又は令和９年 
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２月１０日のいずれか早い日迄に、次の①から④の書類を中央会に提出して 

ください。 

【提出書類】 

① 事業実績報告書（様式第３号） 

② 事業実績（別紙１） 

③ 収支決算書（別紙２） 

④ 事業実施状況を示す書類、領収書等の写し、事業実施時の写真等 

⑤ 事業に係る収入がある場合、その内容を明らかにする書類 

 

（３）交付請求書 

    中央会から額の確定通知が届きましたら、補助金交付請求書（様式第４ 

号）及び振込口座の通帳の写し（銀行名、支店名、口座番号、口座名義（フ 

リガナ）全てがわかるページ）を中央会に提出してください。 

【提出書類】 

① 補助金交付請求書（様式第４号） 

② 振込口座の通帳の写し 

７ この補助金に関する問い合わせ先 

佐賀県中小企業団体中央会 外国人材日本語力向上支援事業補助金 担当  

電話 0952-23-4598  F A X  0952-29-6580 

（平日 9 時から 12 時、13 時から 16 時 30 分まで） 
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様式第１号（第６条関係） 

 

                          〇番 〇〇  号 

                          令和〇年〇月〇日 

 佐賀中小企業団体中央会 様 

  

                  申請者 所 在 地 〇〇市〇〇町〇〇〇 

                      事 業 者 名 〇〇株式会社 

                      代表者 職 氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 

                      担当者名   〇〇 〇〇 

                      電話     〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

メール    〇〇〇＠〇〇 

 

 

令和 8 年度佐賀県外国人材日本語力向上支援事業補助金交付申請書 

 

 令和８年度佐賀県外国人材日本語力向上支援事業補助金交付要綱の規定により、関係書類

を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 誓約書（別紙１） 

２ 事業計画書（別紙２） 

３ 事業費総額       金  ３９６，０００ 円 

４ 補助申請額       金  １８０，０００ 円 

５ 収支予算書（別紙３） 

６ その他申請事業の参考となる資料 

  □ 見積書 

  □ 対象外国人材を雇用していることを証明する書類（外国人材雇用状況届出書等） 

  □ 講師情報（※講師派遣等の場合のみ） 

  □ 既存の研修案内、カリキュラム、パンフレット等（※外部委託等の場合のみ） 

     

 

 

 

 

 

 

【個人情報の取り扱いに関する御案内】 
この交付申請書等の提出に伴い収集した個人情報は、令和８年度佐賀県外国人材日本語力向上
支援事業補助金交付事務のためにのみに使用し、ご本人の承諾なしに第三者に提供することは
ありません。 

文書番号を管理していなければ削除する。 

提出日 

千円未満は切り捨てる。 

事業全体に係る経費。消費税 

及び地方消費税を含む金額。 

千円未満切り捨てない。 
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（別紙１）                             

誓   約   書 

私は、令和８年度佐賀県外国人材日本語力向上支援事業補助金の申請を行うに当たり、下記の

事項について誓約します。 

また、佐賀県中小企業団体中央会（以下、「中央会」という。）が必要な場合には、佐賀県を通

じて佐賀県警察本部に照会することについて承諾します。 

記 

 

１． 補助金の補助対象者、補助対象事業及び補助対象経費の要件を満たしています。 

２． 補助金に係る提出書類に記載した事項について、事実と相違ありません。 

３． 虚偽又は不正が判明した場合は、補助金の返還等に応じます。 

４． 中央会から検査・報告の求めがあった場合は、これに応じます。 

５． 中央会が補助金の支給要件の該当性を審査するため必要な場合であって、当該審査に必要な限

度で、本補助金の申請書及び提出書類に記載された情報を中央会の求めに応じて提供すること

に同意します。 

６．自己又は自社の役員等及びその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人が次の

いずれにも該当する者ではありません。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。） 

（３）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

（４）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって

暴力団又は暴力団員を利用している者 

（５）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

（６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（７）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

７．「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条に規定する営業を行う者ではあ

りません。 

８．「宗教法人法」第２条に規定する宗教団体ではありません。 

９．「政治資金規正法」第３条に規定する政治団体ではありません。 

                                  令和〇年〇月〇日 

佐賀県中小企業団体中央会 様 

                所  在  地  〇〇市〇〇町〇〇〇 

                事 業 者 名  〇〇株式会社 

                代表者 職 氏 名
（ふりがな）

（自署）代表取締役社長 〇〇
まるまる

 〇〇
まるまる

 

                代表者生年月日 

※代表者氏名の欄は本人が自署してください。 

本人自署 
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（別紙２） 

事業計画書 

※研修内容について、既存の研修案内、カリキュラム、パンフレット等を添付すること。  

事業の目的 

（☑複数可） 

☑業務に必要な日本語理解の向上 

☑安全対策（指示理解・危険回避） 

☑職場コミュニケーション改善 

□その他（                                   ） 

研修により見込まれ

る成果 

（☑複数可） 

☑業務理解向上 

☑安全確保 

☑定着促進 

☑コミュニケーション改善 

☑その他（ 地域交流の参加促進                        ） 

対象外国人 

 

【確認】（☑必須） 

・人数： ５  人 

・国籍： ベトナム（３名）、インドネシア（２名） 

☑上記外国人は自社で雇用しています。 

☑在留資格は適法です。 

研修内容 

（☑該当箇所） 

・実施期間：令和８年８月～令和８年１０月 

・実施回数：１２回 

・実施方法 

□①外部研修機関等へ委託（オンラインの場合、10名以下） 

□②既存研修への参加 

□③オンデマンド教材 

☑④講師派遣 

□⑤その他（                                 ） 

・講師情報（④⑤の場合のみ記載） 

講師名：〇〇〇〇 

□日本語講師資格あり 

☑研修実績あり ※確認できる資料を添付 

・主な内容 

☑会話 

☑業務用語 

☑読み書き 

☑安全指示 

☑その他（電話対応とメールの連絡） 

・カリキュラム案（別紙での作成、既存資料の添付も可                  ） 

別添のとおり 

 
既存資料も可 

例） 

・講師資格ありの場合：登録日本語教員証等 

・研修実績あり：〇〇株式会社の外国人従業

員への日本語講座（R8年 5月～11月） 

 内容：職場でのあいさつ・基本表現、敬語

の使い方、介護で使う基本的な語彙・表現 

 

 

研修実績は既存資料可 

申請書に添付すること 

チェックを入れる 

チェックを入れる 

令和９年１月３１日 

迄に事業完了する。 



11 

 

（別紙３） 

 

収支予算書 

 

１ 収入の部 

  （単位：円） 

（注１） 補助金、自己資金等の財源ごとに記載すること。 

（注２） その他の収入額がある場合には、備考欄にその内容を記載すること。 

 

２ 支出の部 

（単位：円） 

（注３） 税抜金額で記載すること。 

 

 

 

 

項目 予算額 備考 

 

県中央会補助金 

 

事業者負担額 

 

その他収入額 

 

 

180,000 

 

180,000 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 360,000  

項目 予算額 積算内訳 

 

講師謝金 

 

受講料 

 

テキスト代 

 

 オンデマンド 

教材受講料 

 

 

 

320,000 

 

0 

 

40,000 

 

0 

 

 

 

 

20 コマ×16,000 

 

 

 

5 名×8,000 

 

 

 

 

 

合計 360,000  

千円未満は切り捨てる。 

税抜き金額で記載 
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様式第２号（第８条関係） 

 

                              〇番 〇号 

                          令和〇年〇月〇日 

 

 佐賀県中小企業団体中央会 様 

  

                申請者 所 在 地 〇〇市〇〇町〇〇〇 

                    事 業 者 名 〇〇株式会社 

                    代表者 職 氏名 代表取締役社長 〇〇 〇〇 

担当者名    〇〇 〇〇 

                    電話      〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

メール     〇〇〇＠〇〇 

  

令和８年度佐賀県外国人材日本語力向上支援事業補助金変更承認申請書 

 

 令和〇年〇月〇日付けR8佐中発第〇〇〇号により補助金交付決定の通知があった佐賀県外

国人材日本語力向上支援事業補助金について、下記に記載した理由により事業の内容〔及び

経費の配分〕を変更し〔金２００，０００円への変更を受け〕たいので、佐賀県補助金等交

付規則及び令和８年度佐賀県外国人材日本語力向上支援事業補助金交付要綱の規定により、

関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

変更理由：参加人数が増え、テキスト代が増額となったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．金額の変更のない変更申請の場合は〔    〕の分は消去すること。 

   ２．「関係書類」は、補助金交付申請書に準じて作成し、変更前の事業の内容及び経費

の配分と変更後の事業の内容及び経費の配分を比較できるよう記載すること。 

文書番号を管理していなければ削除する。 

提 出 日 

経費の変更がない場合は、〔 〕を消去する。 金額の変更がない場合は、〔 〕を消去する。 
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変更内訳                                        

別紙 

収支予算書 

 

１ 収入の部 

  （単位：円） 

（注１） 補助金、自己資金等の財源ごとに記載すること。 

（注２） その他の収入額がある場合には、備考欄にその詳細を記載すること。 

 

２ 支出の部 

（単位：円） 

（注３） 税抜金額で記載すること。 

 

 

項目 当初計画 変更後 
差引増減額 

（変更後－当初予定） 
備考 

 

県中央会補助金 

 

事業者負担額 

 

その他収入額 

 

 

180,000 

 

180,000 

    

 

200,000 

 

200,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

合計 360,000 400,000 40,000  

項目 当初計画 変更後 
差引増減額 

（変更後－当初予定） 
変更後の積算 

 

講師謝金 

 

受講料 

 

テキスト代 

 

 オンデマンド 

教材受講料 

 

 

320,000 

 

 

 

40,000 

 

 

320,000 

 

 

 

80,000 

 

0 

 

 

 

40,000 

 

 

 

 

 

10 名×8,000 

合計 360,000 400,000 40,000  

税抜き金額で記載 
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様式第３号（第９条関係） 

 

                        〇番〇号 

                        令和〇年〇月〇日 

 佐賀県中小企業団体中央会 様 

 

                   申請者 所 在 地 〇〇市〇〇町〇〇〇 

                       事 業 者 名 〇〇株式会社 

                       代表者職氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 

                       担当者名   〇〇 〇〇 

                       電話     〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

メール    〇〇〇＠〇〇 

 

令和８年度佐賀県外国人材日本語力向上支援事業補助金実績報告書 

 

 令和８年６月１日付けR8佐中発第００号で補助金交付決定の通知があった佐賀県外国人材

日本語力向上支援事業補助金について、下記のとおり事業を実施したので、佐賀県補助金等

交付規則及び令和８年度佐賀県外国人材日本語力向上支援事業補助金交付要綱の規定によ

り、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 事業完了年月日       令和８年１１月３０日 

２ 事業費総額         金  ４４０，０００ 円 

３ 補助金申請額        金  ２００，０００ 円 

４ 事業実績（別紙１） 

５ 収支決算書（別紙２） 

６ その他必要な書類 

   □ 事業実施状況を示す書類 

   〔外部研修機関委託、既存研修への参加の場合〕 

実施したカリキュラム、出席記録、修了証等（受講したことが証明できる書類） 

〔講師派遣の場合〕 

実施したカリキュラム、参加者名簿 

   〔オンデマンド研修の場合〕 

     定期的なテストの実施及び成績表の発行等、理解度が確認できる書類 

□ 事業実施時の写真等 

□ 対象経費の支出が分かる領収書等の写し 

□ 事業に係る収入がある場合は、その内容を明らかにする書類 

 

文書番号を管理していなければ削除する。 

提 出 日 

担当者の連絡先を記入すること。 

補助金交付決定日 

変更承認を受けている場合は、「補助金交付決定

及び令和〇年○月〇日付け R8佐中発第０００号

で補助金変更交付決定の通知・・・」とする。 

千円未満は切り捨てる。 

事業全体に係る経費。消費税額 

及び地方消費税を含む金額。千 

円未満切り捨てない。 
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（別紙１） 

事業実績 

事業の目的 

（☑複数化） 

☑業務に必要な日本語理解の向上  

☑安全対策（指示理解・危険回避） 

☑職場コミュニケーション改善 

□その他（                     ） 

対象外国人 

 

国籍 

在留資格 
ベトナム（人） 

インドネシア

（人） 

計

（人） 

技能実習生 ５  ５ 

特定技能  ４ ４ 

技人国 １  １ 

その他    

計 ６ ２ １０ 

研修内容 

（☑チェック） 

・実施期間：令和８年９月１日～令和８年１１月３０日 

・実施回数： １２回 

・実施方法 

□①外部研修機関等へ委託（オンラインの場合、10名以下）  

□②既存研修への参加  □③オンデマンド教材  

☑④講師派遣 

□⑤その他（                     ） 

・講師情報（④⑤の場合のみ記載） 

講師名：〇〇〇〇 

□研修機関の講師    ☑日本語講師資格あり 

□研修実績あり ※確認できる資料を添付 

・主な内容 

☑会話 ☑業務用語 ☑読み書き ☑安全指示 

☑その他（電話対応、ビジネスメール           ） 

受講者の変化 

（☑複数可） 

☑指示理解が増えた  ☑会話が増えた 

☑業務ミスが減った  □不安が軽減した 

☑その他（笑顔が増えた                  ） 

事業者の効果 

（☑複数可） 

☑業務効率が改善した ☑安全性が向上した 

☑定着につながった  ☑コミュニケーションが円滑になった 

☑その他（日本語を教える負担が減った           ） 

「✓」を入れること。 

実施期間の終期は、令

和９年１月３１日まで 

迄に事業完了する。 
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受講者の声 
（例）間違って使っていたことや新しいことをすることができて、と

ても勉強になった。 

自由記載欄 

（任意記載） 

（例）業務を遂行する上で有意義な研修であり、今後も継続していき

たい。 

 ※研修内容について、実施したカリキュラム、出席記録、修了証、受講の写真等を添付す 

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容がわかるカリキュラム（既存の研修案

内、パンフレットを利用し、実施日、時間、実施

場所、指導者等を書き込んだものでも可）、出席

記録（オンラインの場合、１０人以下であること

がわかること）、オンデマンド教材の場合（テス

トの結果、成績表等の理解度がわかる書類、受講

の状況がわかる写真 

カリキュラムは次の内容を記載のこと。 

・実施日、時間 

・実施場所、指導者 
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（別紙２） 

 

収支決算書 

 

１ 収入の部 

  （単位：円） 

（注１） 補助金、自己資金等の財源ごとに記載すること。 

（注２） その他の収入額がある場合には、備考欄にその内容を記載すること。  

 

２ 支出の部 

（単位：円） 

（注３）税抜金額で記載すること。 

（注４）領収書等の写しを添付すること。 

 

項目 予算額 決算額 
差引増減額 

（決算額－予算額） 
備考 

 

県中央会補助金 

 

事業者負担額 

 

その他収入額 

 

 

180,000 

 

180,000 

 

 

 

 

 

200,000 

 

200,000 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 360,000 400,000 40,000  

項目 予算額 決算額 
差引増減額 

（決算額－予算額） 
備考 

 

講師謝金 

 

受講料 

 

テキスト代 

 

 オンデマンド 

教材受講料 

 

320,000 

 

 

 

40,000 

 

 

 

 

320,000 

 

 

 

80,000 

 

 

 

 

0 

 

 

 

40,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

※○月〇日 

変更承認済 

合計 360,000 400,000 40,000  

税抜き金額で記載 
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様式第４号（第１１条関係）     

                        佐賀番０６５号 

                        令和８年１２月２５日 

佐賀県中小企業団体中央会 様 

 

                 申請者 所 在 地 〇〇市〇〇町〇〇〇 

                     事 業 者 名 〇〇株式会社 

                     代表者職氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 

                     担当者名   〇〇 〇〇 

                     電話     〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

メール    〇〇〇＠〇〇 

                      

 

令和８年度佐賀県外国人材日本語力向上支援事業補助金交付請求書 

 

令和９年１月２８日付けR8佐中発第０００号で確定通知があった令和８年度佐賀県外国人

材日本語力向上支援事業補助金として、下記金額を交付されるよう佐賀県補助金等交付規則

及び令和８年度佐賀県外国人材日本語力向上支援事業補助金交付要綱の規定により請求しま

す。 

 

記 

 

請 求 額       金 ２００，０００ 円 

           

  振込先 

  金融機関名 〇〇銀行 

  支店名   〇〇支店 

  口座種別  普通 

  口座番号  0000000 

  口座名義（フリガナ） カ）〇〇 

 ※口座名義（フリガナ）は、預金通帳に記載のとおり正確に記入すること。 

 

 

                 銀行名：〇〇銀行 

                 支店名：〇〇支店（店番号：〇〇） 

                 口座種別：普通預金 

                 口座番号：〇〇〇〇〇〇〇 

                 口座名義：カ）〇〇事業所 

文書番号を管理していなければ削除する。 

額の確定通知日 

提 出 日 

振込口座が確認できる 

通帳のページ（表紙不要）

をコピーし請求書に添付。 

 

【提出していただく通帳のページ】 


